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京
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背
山
郷
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の
俵
上
札

こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
年
貢
米
を
村
の
郷
蔵
に
納

め
る
と
き
に
、
年
貢
米
の
俵
に
結
わ
え
付
け
ら
れ
て
い
た
竹
簡
で
あ
る
。

竹
簡
が
見
つ
か
っ
た
の
は
、
京
都
府
相
楽
郡
木
津
町
鹿
背
山
に
あ
る
郷
蔵
の

中
か
ら
で
あ
る
。
鹿
背
山
の
郷
蔵
は
、
棟
札
に
よ
り
、　
一
八
一
〇
年

（文
化
七
）

に
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
郷
蔵
は
、
年
貢
米
の
保
管
と
い

う
本
来
の
機
能
が
不
要
に
な
っ
た
近
代
に
お
い
て
も
、
鹿
背
山
区
の
倉
庫
と
し

て
維
持
管
理
さ
れ
て
き
た
が
、
老
朽
化
等
に
よ
っ
て
一
九
九

一
年
七
月
に
解
体

さ
れ
た
。
解
体
の
過
程
で
、
戸
袋
の
中
か
ら
五
点
の
竹
の
札
が
で
て
き
た
。
そ

れ
が
、
今
回
紹
介
す
る
俵
上
札
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
札
の
釈
文
と
法
量
お
よ
び
写
真
を
掲
げ
て
お
く
。
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「
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御
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五
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入
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中
務
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材
質
は
真
竹
で
、
細
く
割
っ
た
も
の
を
さ
ら
に
二
つ
に
剥
い
で
用
材
と
し
て
い

る
。
裏
面
に
は
墨
書
は
な
い
。

作
成
年
代
は
、　
一
八
一
〇
年
に
築
造
さ
れ
た
郷
蔵
か
ら
見
つ
か
っ
た
こ
と
、

鹿
背
山
村
の
幕
府
領
を
支
配
し
て
い
る
京
都
代
官
が
小
堀
中
務
正
徳
で
あ
る
こ

と
か
ら
、　
一
八
一
〇
年
か
ら

一
八
三
二
年
（文
政
五
）
の
あ
い
だ
の
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。
と
く
に
、
ω
は
一
八
一
二
年
の
申
年
に
あ
て
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
竹
の
札
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
実
物
の
紹
介
例
が
な
く
、

そ
の
呼
称
に
つ
い
て
も
存
知
し
て
い
な
か
っ
た
。
文
献
と
し
て
は
、　
一
七
九
四
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年

（寛
政
一◇

に
著
さ
れ
た

『
地
方
九
例
録
』
（近
藤
出
版
社
、
一
九
六
九
年
）
所
収

の

「
五
人
組
帳
前
書
」
に
は
、

一
御
年
貢
の
儀
、
（中
略
）
縄
俵
念
入
れ
、
二
重
菰
小
日
絨
等

一
領
同
様
に
仕

．　

立
、
升
目
欠
減
無
之
様
念
入
れ
計
り
立
、
中
札
に
国
郡

・
村
名

。
年
号
月

日

ｏ
米
主

・
庄
屋

・
升
取
名
印
仕
、
改
め
役
人
姓
名
印
形
致
し
、
外
札
は

竹
に
て
も
木
に
て
も
表
の
方
に
何
の
年
御
年
貢
米
、
何
国
何
郡
何
村
何
の

某
納
め
、
一暴
の
方
に
貫
目
相
記
し
、
荏
大
豆
も
同
然
た
る
べ
し
、

と
あ
る
。
ま
た
、
穂
積
陳
重
編

『
五
人
組
法
規
集
』
（有
斐
閣
、
一
九
二
一
年
）
に

よ
る
と
、
古
く
は

一
六
六
五
年

（寛
文
五
）
の
五
人
組
帳
に
、
俵
の
内
と
上

（外
）

に
木
札
を
付
け
る
よ
う
命
じ
た
項
目
が
あ
り
、　
一
七
世
紀
末
元
禄
期
以
降
の
五

人
組
帳
に
は
、
ほ
ぼ

『
地
方
九
例
録
』
と
同
文
の
記
載
が
あ
る
。
年
貢
俵
に
は
、

内
と
外
に
札
を
付
け
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

『松
原
市
史
』
第
四
巻

（
一
九
七
四
年
）
に
は
、　
一
七
四
〇
年

（元
文
五
）
に
出

さ
れ
た

「年
貢
米
蔵
納
仕
法
」
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に

一
俵
上
札
は
、
申
御
年
貢
米
疋
田
庄
九
郎
御
代
官
所
何
国
何
郡
何
村
米
主
誰

と
認
、
俵
之
結
縄

二
ゆ
ひ
付
差
込
、
随
分
札
不
落
様

二
可
仕
侯

と
あ
る
①
こ
の
文
書
は
、
幕
府
領
の
代
官
疋
田
庄
九
郎
泰
永
が
、
そ
の
支
配
下

の
村
々
に
対
し
て
年
貢
を
郷
蔵
に
納
め
る
と
き
の
仕
法
を
指
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
に

「俵
上
札
」
と
し
て
、
俵
に
結
わ
え
付
け
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
て

い
る
も
の
が
、
鹿
背
山
の
郷
蔵
で
見

つ
か
っ
た
竹
簡
と
同
じ
様
式
で
あ
る
。
鹿

背
山
の
幕
府
領
は
、
京
都
代
官
小
堀
氏
の
支
配
で
あ
る
か
ら
、
代
官
名
を
疋
田

か
ら
小
堀
に
替
え
れ
ば
、
こ
の
文
書
で
指
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
の
こ
と
が
、

こ
れ
ら
の
竹
筒
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
竹
簡

は
、
「俵
上
札
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

こ
れ
ち
の
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
の
幕
府
領
村
々
の
年
貢
俵
に
は
、
す
べ
て

こ
の
俵
上
札
が
結
わ
え
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
俵
は
、
五
斗
俵

で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
幕
府
領
は
約
四
〇
〇
万
石
で
あ
る
か
ら
、
年
貢
を
半

分
の
二
〇
〇
万
石
と
し
て
も
、
毎
年
四
〇
〇
万
本
も
の
俵
上
札
が
作
ら
れ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
札
は
、
俵
が
年
貢
と
し
て
京
都
の
二
条
御

蔵
等
に
運
び
出
さ
れ
る
と
き
に
は
、
取
り
外
し
て
処
分
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
こ

う
し
て
郷
蔵
の
な
か
に
今
日
ま
で
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
全
く
の
偶
然
と
言

う
し
か
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
、
竹
簡
が
ま
き
に
貢
納
物
の
付
札
と

し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
竹
簡
の
一
利
用
形
態
の
事
例
と

し
て
紹
介
し
た
。
な
お
、
本
資
料
は
、
木
津
町
鹿
背
山
区
の
所
蔵
で
、
京
都
府

立
山
城
郷
土
資
料
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
福
島
雅
蔵
氏
に
は
、
貴
重
な
ご
赦
示
を
い
た
だ
い
た
。

記
し
て
謝
意
に
か
え
た
い
。
ま
た
、
本
稿
の
内
容
は
、
拙
稿

「木
津
町
鹿
背
山

区
郷
蔵
か
ら
見
つ
か
っ
た
資
料
」
Ｇ
山
城
郷
土
資
料
館
報
』
一
一
、
一
九
九
三
年
）

と
し
て
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。




